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山形県自然博物園指定管理者募集要項 
 

山形県立自然博物園の効果的かつ効率的な管理運営を行うため、山形県公の施設

に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17 年３月県条例第 11 号。以

下「手続条例」という。）及び山形県立自然博物園条例（平成３年３月県条例第 12

号。以下「施設設置条例」という。）に基づき、指定管理者を次のとおり募集します。 

 
１ 募集の概要   

（１）施設の名称 

山形県立自然博物園 

 

（２）指定期間 

令和５年４月１日から令和 10年３月 31 日まで 

 

（３）指定管理者の募集及び選定の方法 

公募とし、申請者から提出のあった事業計画書の内容等について、山形県環

境エネルギー部指定管理者審査委員会（以下「審査委員会」という。）におい

て審査したうえで、候補者を選定します。 

 

（４）審査結果等の通知及び公表 

審査結果は、申請者に対して通知するとともに、山形県ホームページ

（https://www.pref.yamagata.jp/）、環境エネルギー部みどり自然課のページ

への掲載等により公表します。 

 

（５）協定の締結 

県は、県議会の議決を経て、選定された候補者を指定管理者に指定します。

その後、指定管理者と細目について協議を行い、協定を締結します。 

 

（６）問合せ先 

山形県環境エネルギー部みどり自然課 施設整備担当 

〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号 

電 話 023-630-3173 

ＦＡＸ 023-625-7991 

E-Mail 県ホームページ下部の「お問い合わせはこちら」から 

  
２ 施設の概要等 

（１）施設の概要 

① 所 在 地 山形県西村山郡西川町大字志津地内 

（東北森林管理局指定の志津自然観察教育林内） 

② 施設の面積  約２４５ｈａ 

③ 主な施設 
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施設 概要 

ア）ネイチャーセンター棟 

（鉄筋コンクリート造２階建

1,036㎡） 

来園者が各種展示物を通して、野外活

動、観察をするための基礎知識や自然の

見方をマスターするための施設 

[機能] 

常設展示室（マルチスライド、パネル等） 

多目的コーナー（企画展示）、研修室 

イ）自然観察路（総延長 10,974ｍ） アプローチ歩道 503ｍ、ネイチャートレ

イル 3,151ｍ、研修歩道 2,757ｍ、登山

道 4,563ｍ 

ウ）広場等（11 箇所） 入口広場、ミズバショウ広場、玄海広場、

展望台（姥ヶ岳・湯殿山方面）、ミズナラ

広場、展望台（石跳川方面）、元玄海広場、

姥沢広場、ブナ林広場、カワクルミ広場、

リュウキンカ広場 

エ）体験ゾーン（９箇所） 川原の生物、人工林と自然林、雪と植物、

湿地の植物、月山の湧水、ブナ林の中の

大木、ブナ林の野生動物、林海の空隙の

ギャップ、倒木と生き物 

オ）観察小屋（１箇所） 野鳥観察小屋 

  ④ 設置年月日 平成３年６月 12 日 

  ⑤ 現指定管理者 特定非営利活動法人エコプロ 

 

（２）施設の利用状況（実績） 

   別表のとおり 

 
３ 指定管理者が行う業務 

  指定管理者が行う業務は次に定める業務です。業務の詳細は、山形県立自然博

物園管理運営業務仕様書に従い実施することとなります。 

（１）施設の運営に関する業務 

① 案内指導 

② 調査研究 

③ 情報の収集、整理、提供 

④ 展示物の収集、作成 

⑤ 印刷物の作成、配布 

⑥ 広報 

⑦ 視察者への対応 

⑧ ボランティア自然解説員に対する指導・調整 

⑨ 企画事業※の実施 

（２）施設等の維持管理に関する業務 

① 自然博物園内各種施設の保守点検及び報告、軽微な施設補修等 

② ネイチャーセンターの維持管理及び防災・防犯等の安全対策 

③ ネイチャーセンターの周りと管理車道の除雪 

④ 来園者の駐車場誘導及び指導 

（３）その他の業務 
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① 自主事業※の実施 

② 事業計画書及び収支計画書の作成 

③ 事業報告書の作成 

④ 月例報告 

⑤ サービス向上に向けた自己検証の実施及び当該検証結果の県への報告 

⑥ 指定期間が満了したとき又は指定が取り消されたときの引継業務 

※ 企画事業とは、県が施設の設置目的や特性等から必要と認める事業について、

施設設置条例や協定書等で指定管理者が行う業務として規定し、指定管理者に

事業内容等の企画提案を求め、指定管理料や利用料金等を充当して実施する事

業とします。 

※ 自主事業とは、指定管理者が自己の責任と費用により、指定管理業務の実施

を妨げない範囲において実施する、当該施設の利用促進・活性化、利便性の向

上等に資する事業とします。なお、自主事業を実施するにあたっては、あらか

じめ県の承認を得るものとします。収支計画書の作成に当たっては、指定管理

業務に係る収支と自主事業に係る収支を分けることとします。 

※ 詳細は別添「山形県立自然博物園管理運営業務仕様書」を参照してください。 

 
４ 指定管理者募集に関する事項 

（１）指定管理者の募集及び選定スケジュール 

主な手続きの実施スケジュールは、次のとおりです。 

① 募集要項等の配布       令和４年８月２日(火)から９月 13日(火) 

② 質問書の受付        令和４年８月２日(火)から８月 23日(火) 

③ 現地説明会の開催      令和４年８月 18日(木) 

④ 申請書類の受付       令和４年９月５日(月)から９月 13日(火) 

⑤ 審査            令和４年 10 月上旬から中旬 

⑥ 選定された候補者の公表   令和４年 11 月予定 

⑦ 指定管理者の指定      令和５年１月予定 

⑧ 指定管理者との協定締結   令和５年２月予定 

 

（２）指定管理者の募集手続き 

① 募集要項等の配布 

   ア 配 布 期 間  令和４年８月２日(火)から９月 13 日(火)までの午

前８時 30 分から午後５時 15 分まで（ただし、山形県

の休日を定める条例（平成元年３月県条例第 10 号）に

規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。） 

   イ 配 布 場 所  山形県環境エネルギー部みどり自然課施設整備担当 

なお、県のホームページ（ https://www.pref. 

yamagata.jp）からも入手することができます。 

  ② 募集に関する質問書の受付  

ア 受 付 期 間  令和４年８月２日(火)から８月 23 日(火)午後５時

15分（必着）まで 

   イ 提 出 方 法  持参、郵送、電子メール又はＦＡＸで、１（６）の

問合せ先まで期間内に文書で送付してください。 

なお、質問書を送付した場合は、必ず電話で到達を

確認してください。様式は自由です。ただし、電話、
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来訪など口頭による質問は受け付けません。 

   ウ 回 答 方 法  質問書に対する回答は、質問書を提出した法人又は

団体に電子メール等で随時回答するとともに、前記の

県ホームページに掲載します。 

  ③ 現地説明会 

   ア 開 催 日 時  令和４年８月 18日(木) 午後１時 30 から 

   イ 集 合 場 所  自然博物園 ネイチャーセンター 

   ウ 参 加 人 員  各法人等３名以内 

   エ 申 込 方 法 等  現地説明会参加申込書（様式１）により、持参、郵

送、電子メール又はＦＡＸで、山形県環境エネルギー

部みどり自然課施設整備担当に令和４年８月 10 日（水）

午後５時 15分（必着）までにお申し込みください。 

なお、現地説明会参加申込書を送付した場合は、必

ず電話で到達を確認してください。 

④ 申請書類の受付 

   ア 受 付 期 間  令和４年９月５日(月)から９月 13日(火)まで（県の

休日を除く。）の午前８時 30 分から午後５時 15 分ま

で 

   イ 受 付 方 法  山形県環境エネルギー部みどり自然課施設整備担当

まで、持参又は郵送してください。なお、郵送の場合

は、簡易書留郵便等の確実な方法によるものとし、受

付期間内に到着したものに限り、受け付けます。 

⑤ 審査 

10月上旬から中旬の間に実施します。ヒアリングを実施する場合は、別

途、申請者に通知します。 

⑥ 候補者の選定 

審査委員会における審査結果に基づき、候補者を選定し、申請者全員に結

果を通知するとともに、前記の県ホームページにおいて公表します。（11 月

予定） 

⑦ 指定管理者の指定 

県議会の議決後に、候補者を指定管理者に指定します。（令和５年１月予定） 

⑧ 指定管理者との協定締結 

指定管理者の指定後に協定を締結します。（令和５年２月予定） 

 

（３）申請に関する事項 

① 申請者に必要な資格 

次に掲げる要件を全て満たす法人その他の団体（以下「法人等」とい

う。）であること。 

ア 県内に主たる事務所（本店）を有すること。 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（同条を準用

する場合を含む。）の規定により、本県における一般競争入札又は指名競争

入札の参加を制限されていないこと。 

ウ 山形県から指名停止措置を受けていないこと。 

エ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律
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第 225号）の規定に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。 

カ 次のいずれにも該当しないこと（地方自治法施行令第 167 条の４第１項

第３号に規定する者に該当する者を除く。）。 

・ 法人等の代表者等（法人の場合は法人の役員（非常勤役員を含む。）、支

配人及び営業所の代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を

有する者を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴

力団員等」という。）であること。 

・ 暴力団員等がその事業活動を支配していること。 

・ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用す

るおそれがあること。 

キ 県の公の施設の指定管理者又は指定管理者であった者のうち重大な協定

違反をした者については、県が当該協定違反の事実を知った時以後最初に

行われる本件施設の指定管理者の募集に対する申請でないこと。 

ク 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第 11 項の規定による

指定の取消し（合併、分割等による法人格の変更等により再度指定の手続

きが行われたことに伴う指定の取消しを除く。）を受けた日から２年を経過

しない者でないこと。 

ケ 共同企業体が申請する場合は、当該共同企業体の全ての構成員がアから

クまでの要件を全て満たすほか、次に掲げる要件を全て満たすものである

こと。 

・ 共同企業体の適当な名称を設定し、及び代表となる法人等を選定するこ

と。 

・ 当該共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として又は単独で

申請していないこと。 

② 複数の団体による共同申請 

サービスの向上又は効率的な運営を図る上で必要な場合は、複数の法人等

が共同企業体を構成して申請することができます。この場合は次の③のエか

らカまでの書類は、構成員ごとに提出してください。 

③ 申請書類 

申請時には、次に掲げる書類（以下「申請書類」という。）を９部（正本１

部、副本８部）提出してください。 

ア 指定管理者の指定申請書（様式２） 

イ 法人等の概要（様式３） 

共同企業体が申請を行う場合には、共同企業体申請構成表（様式４）も

提出してください。 

ウ 事業計画書、収支計画書（様式５、６） 

  事業計画書には様式５で示す内容について記載してください。 

エ 山形県立自然博物園指定管理者の申請者に必要な資格を満たしているこ

との申立書（様式７） 

オ 労働関係法令の遵守に関する誓約書（様式８） 

カ 関係書類 

a 指定管理者の指定を受けようとする法人等の定款、寄附行為若しくは規

約及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 
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b 法人等における申請の日の属する事業年度より前３箇年分の事業年度

に係る貸借対照表、損益計算書、財産目録、その他法人等の財務の状況

を明らかにすることができる書類（申請の日の属する事業年度に設立さ

れた法人等にあっては、設立時の財産目録等） 

c 法人等の役員の名簿及び履歴書 

d 法人等が現に行っている業務の概要並びに法人等の組織及び運営に関

する事項を記載した書類 

e 消費税納税証明書及び法人の場合は法人税納税証明書（税務署が発行す

る直近１年間の証明書。提出日において発行の日から３箇月以内のもの

に限る。） 

f 山形県税について未納の徴収金（納期限が到来していないものを除く。）

がない旨の証明書（総合支庁が発行する直近１年間の証明書。提出日に

おいて発行の日から３箇月以内のものに限る。） 

g 市町村税について未納の徴収金（納期限が到来していないものを除く。）

がない旨の証明書（市町村が発行する直近１年間の証明書。提出日にお

いて発行の日から３箇月以内のものに限る。） 

h 社会保険への加入状況を確認できる書類 

〔雇用保険〕下記の書類のいずれか 

・資格取得等確認通知書（写） 

・直近の概算保険料又は確定保険料申告書（写）及び領収済通知書（写） 

〔健康保険及び厚生年金保険〕下記の書類のいずれか 

・被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書（写） 

・被保険者報酬月額基礎届に伴う標準報酬決定通知書（写） 

・直近の保険料の領収通知書（写） 

i その他審査の参考となる資料 

④ 留意事項 

ア 必要に応じて関連法人等の財務諸表や金融機関の支援体制等の資料を求

める場合があります。 

イ 申請に際して必要となる費用はすべて申請者の負担とします。 

ウ 提出された申請書類は、理由のいかんを問わず返却しません。 

エ 申請から県議会における指定の議決までの間に、法人等の名称、主たる

事務所の所在地及び代表者の氏名に変更があった場合は、速やかに、山形

県知事あて変更届（任意の様式）を提出してください。 

 

（４）欠格事項 

申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請者を失格とします。 

① 本募集要項に定める資格・要件が備わっていない場合 

② 事業計画書において、指定管理料が県の提示する額を上回っている場合 

③ 複数の事業計画書を提出した場合 

④ 様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しない場合 

⑤ 審査委員会の委員に個別に接触した場合 

⑥ 申請書類に虚偽又は不正があった場合 

⑦ 申請書類受付期限までに所定の書類が整わなかった場合 

⑧ その他不正な行為があった場合 

 



- 7 - 

 

５ 経費に関する事項 

県は、予算の範囲内で、指定管理者に次に記載する上限額以内で指定期間中に

管理運営に要する経費として指定管理料を支払いますので、「収支計画書」（様式

６）の「指定管理料」の欄を記載するうえで参考にしてください。 

 

（１）上限額 

① 指定期間中に県が支払う指定管理料の上限額（消費税及び地方消費税を含

む。）は次のとおりとします。 
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 計 

22,200千円 22,200 千円 22,200千円 22,200千円 22,200千円 111,000千円 

※ 申請の際は、この上限額以内で指定管理料を提示してください。 

なお、各年度においても年度上限額以内となるようにしてください。上限

額を超えた申請は受理しません。 

② 指定管理料については、事業計画書に提示のあった金額を参考に指定管理

者と協議を行い、年度協定に定めます。 

    なお、実際の指定管理料は、指定管理者が申請時に提示した額ではなく、

これを上限として毎年度定める予算により確定します。（年度によっては指定

管理者の提示金額に満たない場合があります。） 

 

（２）指定管理料の支払い 

会計年度（４月１日から翌年３月 31日まで）を基準として、分割して指定管

理料を支払います。支払方法、時期については、年度協定で定めます。 

 

（３）県が支払う指定管理料に含まれるもの 

① 人件費 

② 管理費（光熱水費、保守管理費、修繕費、その他施設・設備の維持管理に

関する経費等） 

③ 事業費（ボランティア経費、旅費、企画事業関連経費等） 

④ 事務費 

⑤ その他必要と認める経費 

 

（４）会計処理 

山形県立自然博物園の管理運営に係る会計処理は、指定管理者の他の事業と

区別して専用の口座で経理してください。 

 
６ 審査及び選定に関する事項 

（１）審査方法 

審査委員会において、申請者から提出のあった事業計画書の内容等について、

サービス向上、管理経費の節減、地域経済への貢献、管理運営の安定性、より

良い地域社会を形成する観点などの次の選定基準に基づく得点を参考のうえ、

総合的に審査し、候補者を選定します。 

 

（２）選定基準 

手続条例第３条に定める以下の基準を踏まえ選定します。 

① 公の施設の平等利用が確保されるものであること。 
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② 事業計画書の内容が、公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成す

ることができるものであること。 

③ 事業計画書に沿った公の施設の管理を適正かつ確実に行う能力を有するこ

と。 

 

（３）選定基準ごとの審査項目及び配点等 

  ① 選定基準ごとの審査項目及び配点 

選定基準 審査項目 審査のポイント 確認書類 配点等 
基本事項 施設の設置目的と

管理運営方針 
・県が示す管理運営方針と申請者が提案し
た方針は合致するか。 

・申請者の経営モラルは適切か。 

事業計画書 
（運営方針） 

満たしていな
ければ「失格」 

収支計画の適確性
及び実現の可能性 

・申請者が提示した指定管理料は、県が示し
た上限額以内となっているか。 

・収支の積算と事業計画は整合性が図られ
ているか。 

・収支計画は実現可能なものか。 
・業務遂行のための適切な積算となってい
るか。 

・現指定管理者が申請者の場合は、現事業計
画の履行状況から、次期事業計画は実現可
能か。 

事業計画書 
収支計画書 
※収支計画の積算
根拠資料を含む 

サービス提供・管
理運営状況に係る
検証等結果【検証
シート】 

施設の維持管理の
適確性 

・当該施設を適切かつ安定的に管理運営す
る能力があるか。 

・県が求める維持管理の基準に合致してい
るか。 

事業計画書 
収支計画書 

労働法令の遵守 
・労働関係法令は遵守しているか。 
・最低賃金は遵守しているか。 

労働法令違反状
況、最低賃金の遵
守状況等 

施設の平
等利用の
確保 

平等利用を図るた
めの具体的手法と
期待される効果 

・高齢者や障がい者等、全ての利用者の平等
な利用や利用のしやすさに配慮している
か。 

・事業内容に偏りがないか。 

事業計画書 
（運営方針） 
（事業実施計画） 

5 5 

事業計画
書の内容
が施設の
目的を効
果的かつ
効率的に
達成する
ことがで
きること 

管理経費における
経済性 

・効率的な維持管理を図ることなどにより、
提案額は県が示す上限額と比べ節減は図
られているか。 

事業計画書 
収支計画書 
※収支計画の積算
根拠資料を含む 

10 58 

サービス向上を図
るための具体的手
法 

・サービス向上のための取組内容は適切か。 
・募集要項（仕様書）で示した内容への提案
として適切か。 

・児童・生徒の体験活動への支援は十分か。 
・施設の機能や設備を十分に活用した提案
となっているか。 

・自主事業の企画内容は、サービスの向上を
一層図るものか。 

事業計画書 
収支計画書 
※収支計画の積算
根拠資料を含む 

30 

施設の維持管理の
内容の妥当性 

・維持管理の内容（実施回数、箇所等）は、
適切な計画となっているか。 

・施設の安全管理、利用者の安全管理への取
組み（防犯・防災・事故防止・感染症防止
等の対策）は十分か。 

事業計画書 
 

7 

利用者の増加を図
るための具体的手
法 

・利用拡大の取組内容は十分か。 
・広報計画の内容は適切か。 
・具体的かつ適切な達成目標（利用者数等）
を設定しているか。 

事業計画書 6 

管理運営に有益な
地域における活動
（地域貢献） 

・地域との関わりが強い活動や地域と一体
となった活動等。 

・地域、関係機関、ボランティアとの連携は
十分か。 

事業計画書 
 

5 

事業計画
書に沿っ
て施設の
管理を適
正かつ確
実に行う
能力を有

安定的な運営が可
能となる人的能力
及び運営体制 

・職員体制（人数、配置体制）は十分か。 
・責任の所在は明確か。 
・有資格者、経験者等の配置は十分か。 
・職員の採用、確保方策は適切か。 
・職員の育成、研修体制は十分か。 
・外部委託の実施計画は妥当か。 
・共同企業体の場合、構成団体の責任・役割

事業計画書 
（職員配置計画） 
（管理運営体制） 
（研修計画） 
資格証明書 
共同企業体協定書 

9 18 
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すること 分担は妥当か。 
・過去に本県の公の施設の指定管理者とし

て重大な協定違反等をした事実はないか。
あった場合は適正な措置がとられている
か。 

財務状況及び経営
基盤 

・申請者の財務状況は健全か。 
・金融機関、出資者等の支援体制は十分か。 

会社概要、定款、登
記事項証明書、財
務諸表等 

9 

その他 利用者要望への対
応 

・利用者等からの苦情、要望の把握及びそれ
らへの対応体制は妥当か。 

・トラブルの未然防止、発生時の対策は妥当
か。 

事業計画書 
（運営方針） 

5 19 

緊急時の対応 ・防災対策、緊急時及び事故発生時の対策
（未然防止対策を含む）の対策は妥当か。 

事業計画書 
（リスク管理） 
（緊急時体制） 

4 

情報公開、個人情
報保護及び公益通
報者保護の取組 

・情報公開、個人情報保護及び公益通報者保
護の取組は妥当か。 

事業計画書 
会社概要等 

4 

地域経済への貢献 ・地元企業の参画・活用や地域経済への貢
献を考慮しているか。 

事業計画書 3 

県の施策への協力 ・県が進める各種施策（別表）に対し、協
力しているか。 

事業計画書 3 

計  100 

 

 
（別表）県の施策への協力で評価する各種施策 

①エコアクション21取得 
②障がい者雇用 
③子育て支援 
④ワークライフバランス表彰・男女いきいき子育て応援宣言 
⑤建設雇用改善優良事業所表彰 
⑥地域貢献活動（災害活動、マイロード等） 
⑦新規学卒者の雇用・インターンシップ受入れ 
⑧山形ウーマノミクスの推進 
⑨協力雇用主としての活動 
⑩新分野進出等経営革新への取組み（再生可能エネルギー分野への進出を含む） 
⑪その他必要と認める施策 

 

  ② 現指定期間中の検証における評価結果による加点 

 現指定管理者が応募した場合、現指定管理期間中における当該施設の「サ

ービス提供、管理運営状況の検証における評価」の結果を選定審査の審査に

反映させることとし、現指定管理期間中の評価結果のうち「サービスの向上」

と「地域の活性化、雇用の確保等」の検証項目に係るＡ評価の割合に応じて、

審査委員会の審査における審査項目「サービス向上を図るための具体的手法」

及び「地域経済への貢献」に係る配点の最大60％を得点（各委員の平均点）

に加点します。（これにより、現指定管理者が応募し、加点された場合、合計

点が100点を超える場合があります。） 

※現指定管理者が応募した場合の加点は19.8点です。 

 

（４）事業計画書等への記載事項 

① 自然博物園の設置目的を踏まえた管理及び運営に関する基本方針 

② 自然博物園の指導案内業務と企画事業について 

③ 自然博物園を活用した自主事業について 

④ 自然博物園の更なる利活用を図るための方策 

⑤ 職員配置計画及び管理運営体制 

⑥ 年度別事業実施計画及びスケジュール（５箇年分） 
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⑦ 年度別収支計画書（５箇年分） 

⑧ 危機管理対策 

⑨ 情報公開、個人情報保護及び公益通報者保護に関して講ずる措置 

⑩ 自然博物園の管理及び運営に従事する者の雇用に関する考え方 

⑪ 県の施策への協力 

 
７ 協定に関する事項 

審査委員会により選定された候補者について、県議会の議決を経て指定管理者

として指定した後、細部についての協議を行い、施設の管理運営に関する指定期

間全体の「包括協定」を締結します。ただし、協定締結及び協定発効以前に、指

定管理者の財務状況が悪化する、社会的信用を著しく失うなど、指定管理者とし

て相応しくないと認められる状況に至った場合は、協定を締結しない、あるいは

協定を解除することがあります。 

また、年度ごとに施設の管理運営に係る「年度協定」の締結を行います。 

それぞれの協定の内容は次のものを予定しています。 

 

（１）包括協定 

① 指定期間に関する事項 

② 事業計画に関する事項 

③ 管理の基準（利用時間、休館日等）、行為制限に関する事項 

④ 業務の内容及び範囲に関する事項 

⑤ 物品等の帰属に関する事項 

⑥ 事業報告（添付書類を含む。）に関する事項 

⑦ アンケートの実施など利用者の意見や要望の把握に関する事項 

⑧ サービス提供や管理運営状況の分析・検証に関する事項 

⑨ 県が支払う指定管理料の総額、支払方法及び会計処理に関する事項 

⑩ 県と指定管理者の定期的な意見交換及び協定にない問題が生じた際の連絡

調整のあり方に関する事項 

⑪ 指定の取消し、業務の停止命令に関する事項 

⑫ 安全管理（大規模災害時の対応方針等を含む。）、リスク管理（施設の管理

運営に支障が生じるような大幅な物価変動等が生じた場合の取決めを含む。）、

責任分担、原状回復義務、損害賠償等に関する事項 

⑬ 管理運営上重大な支障が生じた場合又はそのおそれが生じた場合の指定管

理者からの報告（県の求めによる資料等の提出を含む。）に関する事項 

⑭ 情報公開、個人情報保護及び公益通報者保護に関する事項 

⑮ 業務の引継ぎに関する事項 

⑯ 環境へ配慮した取組みに関する事項（山形県環境保全率先実行計画（第５

期）の内容に留意した記載とする。） 

⑰ 労働関係法令の遵守及び雇用・労働条件に対する配慮に関する事項 

⑱ その他県が必要と認める事項 

 

（２）年度協定 

① 当該年度の事業の実施に関する事項 

② 当該年度における県が支払う指定管理料の額及び支払方法に関する事項 

③ 当該年度に実施する事業に関する事業報告、リスク管理、責任分担等に関
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する事項 

④ その他県が必要と認める事項 

 
８ 調査及び指示 

地方自治法第 244 条の２第 10項の規定により、指定管理者が管理する施設の

管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対して、当該

管理の業務又は経理の状況について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示

をすることがあります。 

 
９ 関係法令等の遵守 

指定管理者が業務を遂行するにあたり、関連する法令がある場合は、それらを

遵守してください。施設設置条例及び関連する規則のほか、特に次の法令に留意

してください。 

 

（１）地方自治法 

第 244条第２項 

指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを

拒んではなりません。 

第 244条第３項 

指定管理者は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取

扱いをしてはなりません。 

 

（２）山形県行政手続条例（平成８年３月県条例第９号） 

県では、行政処分等に関する手続に関し、行政運営における公正の確保と透

明性の向上を図り、もって県民の権利利益の保護に資することを目的として、

必要な事項を条例で定めています。 

指定管理者は、この条例の適用を受ける「行政庁」に含まれると解されるた

め、同条例の諸規定が適用されます。 

 

（３）山形県個人情報保護条例（平成 12年 10月県条例第 62号） 

県では、個人情報を保護するため、その適正な取扱いに関して必要な事項及

び保有する個人情報の本人開示及び訂正を請求する権利等を条例で定めること

により、個人の権利利益を保護し、県政の適正かつ公正な運営を図っています。 

本条例第９条において、個人情報を扱う事務の委託を受けた者の個人情報保

護に関する義務が規定されており、指定管理者においても同条の規定が適用さ

れます。 

 
10 情報公開について 

（１）指定申請書類の著作権及び公表 

指定申請書類の著作権は、指定管理者に指定されるまでは申請者に、指定後

は県に帰属します。指定管理者の指定後、指定管理者となった者から提出があ

った申請書類について、山形県個人情報保護条例の諸規定を遵守の上、県は原

則としてその全部を情報公開窓口（県庁の行政情報センター及び総合支庁窓口。

以下同じ。）で公表します。 

また、指定管理者とならなかった者から提出があった指定申請書類について
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も、県はその全部を公表することができるものとします。 

 

（２）候補者の選定に関する情報等の公表 

審査委員会の会議録等を県ホームページで公開します。 

候補者選定手続きの透明性を確保するため、審査の方法、選定基準、配点、

候補者の名称・所在地並びに候補者選定の結果及び理由（採点結果を含む。）

について、県ホームページ及び情報公開窓口で公表します。 

 

（３）事業報告書及び財務諸表の公表 

指定管理者から毎年度、県に提出される事業報告書及び財務諸表は、原則と

してその全部を情報公開窓口で公表します。 

 

（４）管理運営状況等に係る検証結果の公表 

毎年実施する管理運営状況等に係る検証結果は、県ホームページ及び情報公

開窓口で公表します。 

 

（５）指定管理者が行う情報公開に係る県の指導 

指定管理者が行う情報公開については、「公の施設に係る指定管理者の情報

公開指導要綱」に基づき、県は指定管理者に対して指導できるものとします。 

 
11 指定管理者の指定の取消しに関する事項等 

指定管理者の業務開始前又は指定期間中に、指定管理者の候補者として選定さ

れた者又は指定管理者として指定された者が、次の事項に該当した場合は、指定

管理者の候補者の選定若しくは指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて

管理業務の全部又は一部の停止を命ずることがあります。 

 

（１）指定管理者の業務開始前までの期間における取消し要件等 

① 県議会の議決を得られなかった場合 

② 指定管理者の候補者又は指定管理者が倒産し、若しくは解散したとき又は

社会的に非難される事件を起こした場合 

③ 指定管理者の候補者又は指定管理者が提出した書類に虚偽の記載があるこ

とが判明した場合 

④ その他指定管理者に指定することが不可能となった場合、又は著しく不適

当と認められる事案が生じた場合 

 

（２）指定期間中における取消し要件等 

① 手続条例第３条に定める基準及び本募集要項４（３）①の「申請者に必要

な資格」を満たさなくなった場合 

② 指定管理者の財務状況が著しく悪化し、管理業務の履行が確実でないと認

められる場合 

③ 本募集要項８の県が行う必要な指示（いわゆる改善勧告）に従わない場合

又は指示内容に係る改善が見られない場合 

④ 合併・分割等による法人格の変更に伴い、再度指定手続きを行う場合 

⑤ 指定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続させることが適当でな

いと認められる場合 
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（例：法人等の解散、不適切な施設運営、施設運営収支の著しい悪化、法令

又は協定等の違反、施設管理の責任者又は法人等の役員の刑事訴追、

指定の取消しの申し出があった場合 など） 

⑥ 情報公開、個人情報の保護、公益通報者の保護の取扱い及び承認等の手続

が不適切であると認められる場合 

 

（３）協定締結の解除等 

上記（１）又は（２）が適用された場合には、業務の停止を除き、協定を締

結しないか又は協定を解除します。 

 

（４）損害賠償 

上記（１）又は（２）により指定管理者の候補者としての選定又は指定管理

者の指定が取り消された場合で、県に損害が発生した場合には、県は損害賠償

請求を行います。 

 

（５）管理に要した費用の精算 

上記（２）により指定管理者の指定が取り消され又は業務の全部が停止とな

った場合において、それまでに管理に要した費用が、県が指定管理者に支払っ

た額に満たない場合は、指定管理者は県に対して残額を返還するものとします。 

 

（６）その他 

① 指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場

合には、速やかに県に報告しなければなりません。 

② 自然災害等、県及び指定管理者の責めに帰することのできない事由により、

業務の継続が困難になった場合には、県と指定管理者は、業務の継続の可否

について協議するものとします。 

③ 自己の都合により指定管理者からの指定の取消しを求める場合には、その

後の管理業務に支障を及ぼさないよう十分な期間をもって申し出をしてくだ

さい。 

 
12 その他 

協定の解釈に疑義が生じた場合、又は、協定に定めのない事由が生じた場合は、

県と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 
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（別表） 
山形県立自然博物園の利用状況 

 
月 項  目 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 

５月 来園者数 １，９４８ ２，１６８ ２，０９９ ６３８ １，３７８ 

  野外案内 ８２１ １，０１３ ８３５ ０ ３５２ 

  個   人 １，２６３ １，４１４ １，４５１ ６３８ ９３７ 

  団   体 ６８５ ７５４ ６４８ ０ ４４１ 

  案内回数（回） ９５ １２０ ７３ ０ ４５ 

６月 来園者数 １，３３２ １，６１５ １，４４７ ９６９ １，２７４ 

  野外案内 ７３４ ６９１ ６７８ ２２１ ７２４ 

  個   人 ６２３ ９３５ ７７５ ８４４ ５１０ 

  団   体 ７０９ ６８０ ６７２ １２５ ７６４ 

  案内回数（回） ７９ ８２ ４９ ４３ ５２ 

７月 来園者数 ２，４８６ １，７７０ １，３６８ １，０３３ １，４６１ 

  野外案内 ８８５ ７６７ ６６２ ４２９ ６２２ 

  個   人 １，７１７ ９９１ ６４３ ６７９ ６４５ 

  団   体 ７６９ ７７９ ７２５ ３５４ ８１６ 

  案内回数（回） ９６ ７７ ５１ ３８ ３４ 

８月 来園者数 １，２８７ １，２７７ １，６４０ １，６１２ ９２６ 

  野外案内 ３２５ ２５１ ４５５ ７７５ ２５０ 

  個   人 １，０１３ １，１１３ １，１８６ ９５０ ６５３ 

  団   体 ２７４ １６４ ４５４ ６６２ ２７３ 

  案内回数（回） ５２ ４０ ５１ ５７ ３１ 

９月 来園者数 １，１７９ ９８７ １，０２９ １，７９７ １，２３６ 

  野外案内 ３８６ ２７０ ３８２ ８９５ ４３５ 

  個   人 ７２１ ６１５ ６１６ ９３７ ７９９ 

  団   体 ４５８ ３７２ ４１３ ８６０ ４３７ 

  案内回数（回） ５３ ４４ ３６ ５５ ３５ 

10月 来園者数 ２，０１１ ２，２１５ １，４２９ ２，６１４ ２，０４５ 

  野外案内 ５３９ ５４６ ４１２ １，２８８ ８５７ 

  個   人 １，６０８ １，５４０ ９７０ １，４９８ １，１２２ 

  団   体 ４０３ ６７５ ４５９ １，１１６ ９２３ 

  案内回数（回） ５６ ７３ ４６ ８９ ５９ 

合計 来園者数 １０，２４３ １０，０３２ ９，０１２ ８，６６３ ８，３２０ 

  野外案内 ３，６９０ ３，５３８ ３，４２４ ３，６０８ ３，２４０ 

  個   人 ６，９４５ ６，６０８ ５，６４１ ５，５４６ ４，６６６ 

  団   体 ３，２９８ ３，４２４ ３，３７１ ３，１１７ ３，６５４ 

  案内回数（回） ４３１ ４３６ ３０６ ２８２ ２５６ 

※ 冬期間を除く５月～１０月の６ヶ月間の利用状況 

※ 来園者数は館内のカウンターにある受付簿に記入された数 

 

 



（様式１） 

 

現 地 説 明 会 参 加 申 込 書 

 

 

年  月  日 

 

 

 

 山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

 

                   申請者 

所 在 地              

名 称              

担当者氏名              

電 話 番 号              

ＦＡＸ番号              

電子メールアドレス          

 

 

 山形県立自然博物園の指定管理者公募に係る現地説明会への参加を下記のとおり申し

込みます。 

 

 

記 

 

 

団 体 名  

参加者氏名 

 

 

 

 

 



（様式２） 

 

指 定 管 理 者 の 指 定 申 請 書 

 

 

年  月  日 

 

 

 

 山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

 

 

                  申請者 

                   所 在 地 

                   名   称 

                   代表者氏名 

                          

 

 

 山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条の規定により、

下記の公の施設に係る指定管理者の指定を受けたいので申請します。 

 

 

記 

 

 

公の施設の名称  山形県立自然博物園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式３） 

法 人 等 の 概 要 

 

（令和  年 月  日現在） 

ふ り が な 

団 体 名 
 

 

所 在 地 
〒 

 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

代 表 者 

役職・氏名 

 

 

設立年月日  

沿   革 

 

 

 

業務内容 

 

 

 

主な実績 

 

財政状況 

（過去３年間につ

いて記入してくだ

さい） 

年  度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

総収 入    

総支 出    

当期損益    

累積損益    

従業員数 
正職員    

正職員以外    

応募に関する担当連絡先 

担当部署名  電話番号  

役職名  ＦＡＸ番号  

氏名  Ｅ-mail  

 



（様式４） 

共 同 企 業 体 申 請 構 成 表 

 

令和  年  月  日 

代

表

団

体 

団 体 名  

所 在 地 

〒 

代表者役職・氏名 

 

主に担当する業務 

 

構
成
団
体
Ａ 

団 体 名 

 

所 在 地 

〒 

代表者役職・氏名 

 

主に担当する業務 

 

構
成
団
体
Ｂ 

団 体 名 

 

所 在 地 

〒 

代表者役職・氏名 

 

主に担当する業務 

 

 



（様式５） 

事 業 計 画 書 

 

 
１ 県立自然博物園の設置目的を踏まえた管理及び運営に関する基本方針（運営

方針） 

 

  ○管理運営を行うに当たっての運営方針について記載してください。 

なお、次に掲げるものは必須とします。 

・自然博物園の設置目的の実現へ向けた管理運営の全体方針 

・施設及び設備の維持管理に関する基本的な方針 

・利用者への対応及びサービス提供の方法等運営に関する基本的な方針 

・施設の安全管理、利用者への安全管理に関する方針 

・自然博物園の高齢者や障がい者等、全ての利用者の平等利用に関する基本的

な方針 

 

※記載上の留意点 

・自然博物園の設置目的の実現へ向けて有効な方針となっているか。 

・県が示す管理運営基本方針に合致するものになっているか。 

・利用者に対する平等性が確保されているか。 

・申請者の経営モラルは適切か。 

 

 

２ 県立自然博物園の指導案内業務と主催行事（企画事業）について 

 

  ○指導案内業務と主催行事（企画事業）についての取り組みを記載してください。 

 

※記載上の留意点 

・自然博物園の設置目的を踏まえて、周辺の豊かな自然環境を利用した創意 

工夫のある事業内容となっているか。 

・施設の機能や設備を十分に活用しているか。 

・企画事業は具体的且つ実現可能な内容となっているか。 

・児童・生徒の体験活動への支援は十分か。 

 

 

３ 県立自然博物園を活用した自主事業について 

 

  ○自主事業についての取り組みがあれば記載してください。 

 

※記載上の留意点 

・指定管理業務の実施を妨げない範囲での事業内容となっているか。 

・地域や他団体との協働･連携の視点 

・自然博物園及び地域の活性化に繋がる内容か。 

・自主事業は具体的且つ実現可能な内容となっているか。 

・企画内容はサービスの向上を一層図るものとなっているか。 

 



４ 県立自然博物園の更なる利活用を図るための方策 

 

  ○自然博物園の利用者が減少している現状を踏まえ、更なる利活用を図るた 

   めの方策、サービスの向上を一層図るための方策を具体的に記載してくだ 

   さい。なお、次に掲げるものは必須とします。 

・利用促進へ向けた広報手法 

・利用者の意見等を踏まえたサービス向上へ向けた取組み 

・インターネット等を活用した情報発信 

 

※記載上の留意点 

・効率的かつ効果的な事業内容となっているか。 

・地域、関係機関、ボランティアとの連携を図る事業内容となっているか。 

・広報計画の内容は適切か。 

・利用拡大の取組み内容は十分か。 

・具体的かつ適切な達成目標（利用者数）を設定しているか。 

・利用者等からの苦情、要望の把握及びそれらへの対応体制は妥当か。 

 

 

５ 職員配置計画及び管理運営体制 

 

  ○自然博物園に配置する職員数などの職員配置計画と管理運営体制について 

記載してください。なお、次に掲げるものは必須とします。 

・指揮命令系統（責任の所在を明らかにすること） 

・職員の採用、確保及び育成・研修方策 

 

※記載上の留意点 

・安定的な管理運営が可能となる管理運営体制となっているか。 

・有資格者、経験者等の配置が考慮されているか。 

・サービス向上へ向けて職員の研修等が計画されているか。 

・外部委託の実施計画は妥当か。 

・共同体の場合、構成団体の責任・役割分担は妥当か。 

 

 

６ 年度別事業実施計画及びスケジュール（５箇年分） 

 

  ○事業の年度別実施計画及び実施スケジュールについて、５箇年分を記載して 

ください。なお、次に掲げるものは必須とします。 

・施設及び設備の維持管理、利用者への対応及びサービス提供の方法等運営 

に関する具体的な実施計画 

・施設の安全管理、利用者の安全管理への取組み方策 

※記載上の留意点 

・県が求める管理の基準に合致しているか。 

・利用者に対する平等性が確保されているか。 

・事業内容に偏りがないか。 

・自然博物園の設置目的を効果的かつ効率的に達成するための計画となって 

いるか。 

・施設の維持管理は効率的に計画されているか。 



７ 年度別収支計画書（５箇年分） 

 

  ○事業年度ごとの収支計画について、５箇年分を記載してください。 

なお、次に掲げるものは必須とします。 

・事業に要する経費の額、県からの委託料の額（大規模修繕費相当分を除く。） 

・積算根拠 

 

※記載上の留意点 

・県が示す委託料の上限額を下回っているか。 

・収支の積算と事業計画は整合性が図られているか。 

・収支計画は実現可能なものとなっているか。 

・業務遂行のための適切な積算となっているか。 

  

 

８ 危機管理対策 

 

  ○事故、火災その他災害等のトラブル発生に対する危機管理対策について、 

記載してください。なお、次に掲げるものは必須とします。 

・緊急時における初動態勢及び緊急連絡網 

・災害等への具体的な対応策 

・感染症防止への具体的な対応策 

 

※記載上の留意点 

・トラブルを未然に防止するための取り組みは十分なものか。 

・危機が発生した場合の対応策は十分なものとなっているか。 

 

 

９ 情報公開、個人情報保護及び公益通報者保護に関して講ずる措置 

 

  ○情報公開、個人情報保護及び公益通報者保護に対する基本的な考え方を記載し

てください。 

 

※記載上の留意点 

・情報公開、個人情報保護及び公益通報者保護について、十分な配慮があり、

適正な措置が講じられているか。 

 

 

10 自然博物園の管理及び運営に従事する者の雇用に関する考え方 

 

  ○指定管理業務における雇用の考え方、労働法令の遵守状況や雇用・労働 

条件への配慮、地域経済への貢献について記載してください。 

 

※記載上の留意点 

・雇用予定人数、新たに雇用する人数及び雇用する地域等について記載すること。 

・労働法令の違反がない場合は、「違反がない」旨の記載をすること。 

・給与の支給基準等を記載すること。 

 



11 県の施策への協力 

 

○県の施策への協力について記載してください。 

 

※記載上の留意点 

・募集要項の（別表）県の施策への協力で、評価する各種施策に記載する、県の施策

に現在協力している施策を記載すること。また、協力状況を記載すること。 



【様式６】（全事業者作成）　収支計算書例

収支計画書（積算内訳）
収　入（消費税込）

（参考）
前年度実績

内訳 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

22,030

0

22,030

支　出（消費税込）
（参考）
前年度実績

内訳 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

人件費（詳細は別紙）

人件費 13,352

小　計 13,352

施設管理経費

管理道路及び
NC除雪費

1,210

施設雪囲い着脱 1,009
館内清掃・
ワックスがけ

95

消防設備保守点検 44

機械設備維持管理 460

機械設備補修予備費 0
自家用電機工作物

保安管理費
129

野外案内板着脱 120
野外歩道及び
広場草刈り

240

FAX・コピー機
保守及びリース料

131

カメムシ防除 110

重油タンク点検費 66

浄化槽維持管理 163

排雪費 591

冬季パトロール 60

電気料 502

電話料 154

ガス代 11

燃料費 74

施設賠償保険料 65

小　計 5,234

運営経費
ボランティア
関連経費

1,044

職員旅費 0

食糧費 0

印刷費 89

主催行事関連費 33

インターネット
関連経費

44

図書購入費 0

通信料 20

備品購入費 165

一般需用費 249

口座取引手数料 44

経理処理等委託費 524
社会保険

事務処理委託費
71

消費税等 1,073

小　計 3,356

21,942

（単位：千円）

支出計

区分

区分

指定管理料

その他

収入計



【様式６】（消費税課税事業者作成）　収支計算書例

収支計画書（積算内訳）
収　入(消費税抜き）

（参考）
前年度実績

内訳 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

0

支　出（消費税抜き）
（参考）
前年度実績

内訳 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

人件費（詳細は別紙）

人件費

小　計 0

施設管理経費

管理道路及び
NC除雪費

施設雪囲い着脱
館内清掃・
ワックスがけ

消防設備保守点検

機械設備維持管理

機械設備補修予備費

自家用電機工作物
保安管理費

野外案内板着脱
野外歩道及び
広場草刈り

FAX・コピー機
保守及びリース料
カメムシ防除

重油タンク点検費

浄化槽維持管理

排雪費

冬季パトロール

電気料

電話料

ガス代

燃料費

施設賠償保険料

小　計 0

運営経費
ボランティア
関連経費
職員旅費

食糧費

印刷費

主催行事関連費

インターネット
関連経費

図書購入費

通信料

備品購入費

一般需用費

口座取引手数料

経理処理等委託費
社会保険

事務処理委託費
小　計 0

0

消費税

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

（単位：千円）

区分

指定管理料

その他

収入計

区分

仮払消費税

支出計

（単位：千円）

区分
（参考）
前年度実績

借受消費税



※１　人件費（給与、各種手当、法定福利費、アルバイト賃金等）については、施設の実態に応じて

　　内訳を別紙で作成してください。

※２　過去の実績を参考に、施設の状況も確認いただき、記載してください。なお、仕様書９　施設

　　等の修繕に記載のとおり、原則として定期点検に伴う修理、部品交換、その他の経常的に発生する

　　小規模な修繕は、指定管理者が負担することとしていますのでご留意ください。

※３　業務の一部を委託する場合は、別紙で業務予定委託一覧表（任意様式）を作成してください。

※４　欄が不足する場合は、別紙を追加してください。

　「人件費」内訳書（例）

（１）職員数内訳　　（常勤職員　　名、非常勤職員等（アルバイト等）　　名）

（２）給与 計 千円

　　ア　常勤職員 小計 千円
給与 単価（月額）×○人×　　か月＝　　　　千円
ボーナス等 年額 千円

　　イ　非常勤職員等（アルバイト等） 小計 千円
非常勤職員等 単価（月額）×○人×　　か月＝　　　　千円
ボーナス等 年額 千円

（３）法定福利費 計 千円
　　ア　常勤職員 小計 千円
　　イ　非常勤職員等 小計 千円

（４）各種手当等 計 千円
　　ア　常勤職員 小計 千円
　　イ　非常勤職員等 小計 千円

（５）その他 計 千円

（※）欄が不足する場合は、別紙を追加してください。



様式７                   

年  月  日 

 

 山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

                          申請者 

                          所 在 地 

                          名   称 

                          代表者氏名 

                           

山形県立自然博物園指定管理者の指定申請に係る申立書 

 

 山形県立自然博物園の指定管理者の指定申請に当たり、法人その他の団体又はその代表者（複数

の法人等によりグループを構成して申請する場合は、その構成員。以下「法人等」という。）は下記

を全て満たすことを申し立てます。 

 

記 

 

ア 県内に主たる事務所（本店）を有すること。 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（同条を準用する場合を含む。）の規定により、本県にお

ける一般競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていないこと。 

ウ 山形県から指名停止措置を受けていないこと。 

エ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく更生又は再生手

続を行っていないこと。 

カ 次のいずれにも該当しないこと（地方自治法施行令第 167条の４第１項第３号に規定する者に該当する者を除く。）。 

・ 法人等の代表者等（法人の場合は法人の役員（非常勤役員を含む。）、支配人及び営業所の代表者、団体の場合は理

事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年

を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。 

・ 暴力団員等がその事業活動を支配していること。 

・ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがあること。 

キ 県の公の施設の指定管理者又は指定管理者であった者のうち重大な協定違反をした者については、県が当該協定違

反の事実を知った時以後最初に行われる本件施設の指定管理者の募集に対する申請でないこと。 

ク 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第 11項の規定による指定の取消し（合併、分割等による法人格

の変更等により再度指定の手続きが行われたことに伴う指定の取消しを除く。）を受けた日から２年を経過しない者で

ないこと。 

ケ 共同企業体が申請する場合は、当該共同企業体の全ての構成員がアからクまでの要件を全て満たすほか、次に掲げる

要件を全て満たすものであること。 

・ 共同企業体の適当な名称を設定し、及び代表となる法人等を選定すること。 

・ 当該共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として又は単独で申請していないこと。 

  



様式８ 

 

年  月  日 

 

 山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

                                申請者 

                               所 在 地 

                               名   称 

                               代表者氏名 

                               

 

労働関係法令の遵守に関する誓約書 

  

山形県立自然博物園の指定管理者の指定申請にあたり、下記に掲載した事項に相違あり

ません。  

 

記 

 

 

労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法その他 

の労働に関する法令に違反しておりません。 

 


